
■建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の手続きは

申　　請　　者 特定行政庁(生駒市) 関係各課

   下記のとおりです。

計 画 案

事前相談 現場調査

事 前 相 談

申請図面に関係権利者の承諾印
をもらい、必要な書類を整える。 申 請 受 付

（連 絡）訂 正 合 議

書類審査

通 知道路工事着手

道路工事完了 完了届 完了検査

書類審査 合 議

通 知 指 定

指定公告

指定通知


